
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ローカル信号を発生する局部発振器と、
受信信号に基づいた変調信号と前記ローカル信号とを混合する第１の信号混合器と、
前記変調信号と前記ローカル信号を９０度移相した信号とを混合する第２の信号混合器と
、
前記第１の信号混合器の出力信号の高周波成分を除去してＩベースバンド信号を抽出する
Ｉ低域通過フィルタと、
前記第２の信号混合器の出力信号の高周波成分を除去してＱベースバンド信号を抽出する
Ｑ低域通過フィルタと、
前記Ｉベースバンド信号および前記Ｑベースバンド信号を処理して前記受信信号の復調信
号を得る復調手段と、
前記Ｉ低域通過フィルタと前記Ｑ低域通過フィルタの少なくとも一方の出力に基づいて受
信信号の信号レベルを検出する電界強度検出手段と、
前記Ｉ低域通過フィルタまたは前記Ｑ低域通過フィルタを少なくとも２つの異なる遮断周
波数に設定した状態で前記電界強度検出手段により検出した信号レベルをそれぞれ保持す
る電界強度保持手段と、
前記電界強度保持手段の出力に基づいて隣接波の信号レベルを検出する隣接波検出手段と
、
前記隣接波検出手段の出力信号により前記Ｉ低域通過フィルタと前記Ｑ低域通過フィルタ
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の遮断周波数を可変制御するベースバンドフィルタ制御手段と、
を備えたことを特徴とする直接変換受信機。
【請求項２】
前記電界強度検出手段において電界強度検出する際の前記Ｉ低域通過フィルタおよび前記
Ｑ低域通過フィルタの遮断周波数の設定と、前記電界強度保持手段における信号保持タイ
ミングとを制御する動作制御手段を備えたことを特徴とする請求項 記載の直接変換受信
機。
【請求項３】
前記電界強度検出手段は、前記Ｉ低域通過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フィルタの出力
を入力として受信信号の信号レベルを検出することを特徴とする請求項 記載の直接変換
受信機。
【請求項４】
前記隣接波検出手段は、前記電界強度保持手段からの少なくとも２つの出力を入力として
、これらの異なる周波数帯域における入力信号の信号レベルを比較して前記隣接波の大き
さを示す信号を生成することを特徴とする請求項 記載の直接変換受信機。
【請求項５】
前記Ｉ低域通過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フィルタは、遮断周波数変更手段を有して
おり、
前記ベースバンドフィルタ制御手段は、前記隣接波検出手段の出力信号に基づき、前記Ｉ
低域通過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フィルタの遮断周波数を可変制御するためのフィ
ルタ制御信号を出力し、このフィルタ制御信号によって前記Ｉ低域通過フィルタおよび前
記Ｑ低域通過フィルタの遮断周波数を離散的または連続的に変化させることを特徴とする
請求項 記載の直接変換受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パーソナルハンディーホン、携帯電話、ページャ等の移動体通信装置に関し、
より詳しくは直接変換方式を適用する直接変換受信機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルハンディーホン、携帯電話、無線呼び出し（ページャ）、コードレス電
話などの主に移動体通信に用いる無線通信装置は劇的に普及している。これらの無線通信
装置の受信システムとして、その構成が集積化しやすく小型化かつ軽量化に適した直接変
換受信機が知られている。
【０００３】
従来の直接変換受信機として、例えば、特開平７－１３５５１４号公報に開示されている
ような構成が知られている。従来の直接変換受信機の受信回路の構成例を図１７に示す。
図１７は周波数偏移変調（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ、略してＦＳ
Ｋと称する）を適用した場合の受信回路構成を示したものであり、以下にその構成および
作用を説明する。
【０００４】
直接変換受信機は、無線信号を受信する受信アンテナ１０１と、受信信号を減衰する信号
減衰器（ＡＴＴ）１０２と、信号減衰器１０２からの受信信号を増幅して変調信号１０３
として出力する受信信号増幅器１０４と、ローカル信号１０５を生成する局部発振器１０
６と、ローカル信号１０５の位相を９０度移相する９０度移相器１０７と、変調信号１０
３とローカル信号１０５とを混合する第１の信号混合器１０８と、変調信号１０３とロー
カル信号１０５を９０度移相した信号とを混合する第２の信号混合器１０９とを有して構
成される。
【０００５】
また、第１の信号混合器１０８の出力信号に含まれている受信信号と同相のベースバンド
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信号（ここでは高調波成分を除去したＩベースバンド信号）のみを通過させてＩベースバ
ンド信号１１０を出力するＩ低域通過フィルタ１１１と、第２の信号混合器１０９の出力
信号に含まれている受信信号を９０度移相したベースバンド信号（ここでは高調波成分を
除去したＱベースバンド信号）のみを通過させてＩベースバンド信号１１０と互いに直交
するＱベースバンド信号１１２を出力するＱ低域通過フィルタ１１３とが設けられている
。これらの低域通過フィルタ１１１，１１３は、遮断周波数が変化しない固定遮断周波数
のフィルタで構成されている。
【０００６】
さらに、Ｉベースバンド信号１１０およびＱベースバンド信号１１２を入力として復調を
行って復調信号１１４を出力する復調手段１１５と、Ｉベースバンド信号１１０を入力と
して受信信号レベルを検出し、信号減衰器１０２へ制御信号を出力するための電界強度検
出手段１１６とが設けられている。
【０００７】
次に、上記のように構成された従来の直接変換受信機の受信動作について説明する。まず
、受信アンテナ１０１で受信した無線信号は、電界強度検出手段１１６の制御信号によっ
て受信信号レベルを制御する信号減衰器１０２に入力される。信号減衰器１０２の出力信
号は受信信号増幅器１０４で増幅され、変調信号１０３として第１および第２の信号混合
器１０８，１０９にそれぞれ出力される。一方、局部発振器１０６から発生したローカル
信号１０５は、第１の信号混合器１０８において変調信号１０３と混合されてＩ低域通過
フィルタ１１１に出力されるのと同時に、９０度移相器１０７でその位相が９０度移相さ
れて第２の信号混合器１０９において変調信号１０３と混合されてＱ低域通過フィルタ１
１３に出力される。
【０００８】
そして、Ｉ低域通過フィルタ１１１およびＱ低域通過フィルタ１１３を通過して得られた
Ｉベースバンド信号１１０およびＱベースバンド信号１１２は、復調手段１１５に出力さ
れてここで復調され、復調信号１１４が得られる。また、電界強度検出手段１１６におい
て、Ｉベースバンド信号１１０を入力として受信信号レベルが検出され、この受信信号レ
ベルに比例した制御信号が信号減衰器１０２へ出力される。
【０００９】
無線受信機において、受信すべき所望の受信波以外に他の電波が妨害波として同時にアン
テナで受信される場合、特に受信帯域に影響を及ばすほどの信号レベルの大きい複数の妨
害波を受信した場合は、これらの受信した電波の信号間で相互変調（Ｉｎｔｅｒ　Ｍｏｄ
ｕｌａｔｉｏｎ）による歪みが発生し、受信すべき所望の受信波（希望波）の受信感度が
劣化してしまう問題点がある。
【００１０】
上記問題点を改善するために、一般にＡＧＣ（Ａｕｔｏ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　）
と呼ばれる、受信した信号のレベルに応じて受信系のゲインを制御することにより、増幅
器や信号混合器での歪みの発生を抑制し、受信すべき希望波の受信感度を改善しようとす
る技術が提案されている。これを図１７の構成に当てはめると、電界強度検出手段１１６
により受信信号レベルに応じた制御信号をアンテナの直後にある信号減衰器１０２に出力
し、この制御信号に基づいて信号減衰器１０２により受信アンテナ１０１で受信した信号
レベルを制御する構成要素により、ＡＧＣ手段が構成される。このようなＡＧＣ手段によ
って、受信信号増幅器１０４や第１の信号混合器１０８および第２の信号混合器１０９に
おける相互変調による歪みを抑えることが可能となる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
最近では、携帯電話等の無線通信装置の劇的な普及に伴い、ＩＣ集積化に適した直接変換
受信機の需要が増大しており、また、移動体通信のユーザの増大に伴って移動体通信に関
する通信容量も急激に増加している。このような移動体通信装置の需要増大に対応するた
め、無線通信の伝送速度の高速化および通信周波数の狭帯域化を進める必要がでてきてい
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る。
【００１２】
直接変換受信機の狭帯域化を行う際、隣接チャネルの電波（隣接波）による妨害波の影響
を軽減することを優先して、Ｉ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの低域遮断周
波数を低く設定した場合、局部発振器の発振周波数が受信波の搬送波周波数と大きくオフ
セットしてずれていると、所望の受信信号成分はＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フ
ィルタにおいて通過帯域外となり、除去されて復調できなくなってしまうという問題点が
生じる。
【００１３】
従来の直接変換受信機では、使用されるＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの
それぞれの遮断周波数は通常固定となっているため、前記問題点を解決するために、隣接
波の遮断特性を犠牲にしてＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの低域遮断周波
数を高めに設定するような構成を用いる必要があった。
【００１４】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、隣接波の信号レベルに応じて低域通過フィ
ルタの遮断周波数を可変することによって、隣接波の影響を軽減できると共に、受信すべ
き変調信号の搬送波周波数に対するローカル信号の発振周波数の周波数オフセットの許容
性を向上することが可能な直接変換受信機を提供することを目的とする。
【００２５】

本発明の直接変換受信機は、 ローカル信号を発
生する局部発振器と、受信信号に基づいた変調信号と前記ローカル信号とを混合する第１
の信号混合器と、前記変調信号と前記ローカル信号を９０度移相した信号とを混合する第
２の信号混合器と、前記第１の信号混合器の出力信号の高周波成分を除去してＩベースバ
ンド信号を抽出するＩ低域通過フィルタと、前記第２の信号混合器の出力信号の高周波成
分を除去してＱベースバンド信号を抽出するＱ低域通過フィルタと、前記Ｉベースバンド
信号および前記Ｑベースバンド信号を処理して前記受信信号の復調信号を得る復調手段と
、前記Ｉ低域通過フィルタと前記Ｑ低域通過フィルタの少なくとも一方の出力に基づいて
受信信号の信号レベルを検出する電界強度検出手段と、前記Ｉ低域通過フィルタまたは前
記Ｑ低域通過フィルタを少なくとも２つの異なる遮断周波数に設定した状態で前記電界強
度検出手段により検出した信号レベルをそれぞれ保持する電界強度保持手段と、前記電界
強度保持手段の出力に基づいて隣接波の信号レベルを検出する隣接波検出手段と、前記隣
接波検出手段の出力信号により前記Ｉ低域通過フィルタと前記Ｑ低域通過フィルタの遮断
周波数を可変制御するベースバンドフィルタ制御手段と、を備えたものである。
【００２６】

の直接変換受信機 検出手段により検出した隣接波の信号レベル、例
えば隣接波の有無に応じて、Ｉ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの遮断周波数
を変化させることにより、隣接チャネルからの妨害が削減されて受信感度劣化が防止され
、受信感度が向上すると共に、受信信号の搬送波周波数に対する局部発振器の発振周波数
の周波数オフセットの許容性が向上する。
【００２７】
本発明の直接変換受信機は、 において、前記電界強度
検出手段において電界強度検出する際の前記Ｉ低域通過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フ
ィルタの遮断周波数の設定と、前記電界強度検出手段における信号保持タイミングとを制
御する動作制御手段を備えたものである。
【００２８】

の直接変換受信機では、動作制御手段により電界強度検出手段および電界強度検
出手段を制御することにより、異なる複数の周波数帯域における受信信号の信号レベルが
検出され、これに基づいて隣接波の大きさを検出することができ、隣接波の大きさに応じ
てＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの遮断周波数を変化させることが可能と
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【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するために、 第１に、

上記第１ では、隣接波

第２に、上記第１の直交変換受信機

上記第２



なる。これによって、隣接波の影響が低減されると共に、受信信号の搬送波周波数に対す
る局部発振器の発振周波数の周波数オフセットの許容性が向上する。
【００２９】
本発明の直接変換受信機は、 において、前記電界強度
検出手段は、前記Ｉ低域通過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フィルタの出力を入力として
受信信号の信号レベルを検出するものである。
【００３０】

の直接変換受信機 強度検出手段においてＩ低域通過フィルタおよびＱ
低域通過フィルタの出力を入力として受信信号の信号レベルを検出することにより、電界
強度検出時の検波効率が向上する。
【００３１】
本発明の直接変換受信機は、 において、前記隣接波検
出手段は、前記電界強度保持手段からの少なくとも２つの出力を入力として、これらの異
なる周波数帯域における入力信号の信号レベルを比較して前記隣接波の大きさを示す信号
を生成するものである。
【００３２】

の直接変換受信機 強度検出手段からの少なくとも２つの出力に基づい
て、隣接波検出手段により異なる周波数帯域における信号レベルの比較によって隣接波の
大きさ、例えば隣接波の有無を示す信号が得られ、この信号に応じて、Ｉ低域通過フィル
タおよびＱ低域通過フィルタの遮断周波数を変化させることが可能であり、隣接波の影響
が低減されると共に、局部発振器の発振周波数と受信信号の搬送波周波数との周波数オフ
セットの許容量が拡大する。
【００３３】
本発明の直接変換受信機は、 において、前記Ｉ低域通
過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フィルタは、遮断周波数変更手段を有しており、前記ベ
ースバンドフィルタ制御手段は、前記隣接波検出手段の出力信号に基づき、前記Ｉ低域通
過フィルタおよび前記Ｑ低域通過フィルタの遮断周波数を可変制御するためのフィルタ制
御信号を出力し、このフィルタ制御信号によって前記Ｉ低域通過フィルタおよび前記Ｑ低
域通過フィルタの遮断周波数を離散的または連続的に変化させるものである。
【００３４】

の直接変換受信機 バンドフィルタ制御手段よりフィルタ制御信号を
出力してＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの遮断周波数変更手段を制御し、
これらの低域通過フィルタの遮断周波数を離散的もしくは連続的に変化させることが可能
であり、隣接波の影響が低減されると共に、局部発振器の発振周波数と受信信号の搬送波
周波数との周波数オフセットの許容量が拡大する。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。本実施形態に係る直接変換受信機
は、例えばパーソナルハンディーホン、携帯電話、ページャ等の移動体通信装置に設けら
れる受信手段に適用されるものである。
【００３６】
［第１の実施形態］
図１は本発明の第１の実施形態に係る直接変換受信機の主要な受信回路構成を示すブロッ
ク図、図２は第１および第２の電界強度検出手段の出力特性を示す説明図、図３は電界強
度検出手段の第１の構成例を示すブロック図、図４は図３の構成例における電界強度検出
手段内部の出力波形を示す説明図、図５は電界強度検出手段の第２の構成例を示すブロッ
ク図、図６は図５の構成例における電界強度検出手段内部の出力波形を示す説明図、図７
は隣接波検出手段の構成例を示すブロック図、図８はベースバンドフィルタ制御手段の第
１の構成例を示すブロック図、図９は図８の構成例に対応する低域通過フィルタの第１の
構成例を示すブロック図、図１０は図８の構成例に対応する低域通過フィルタの第２の構
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第３に、上記第１の直交変換受信機

上記第３ では、電界

第４に、上記第１の直交変換受信機

上記第４ では、電界

第５に、上記第１の直交変換受信機

上記第５ では、ベース



成例を示すブロック図、図１１はベースバンドフィルタ制御手段の第２の構成例を示すブ
ロック図、図１２は図１１の構成例に対応する低域通過フィルタの構成例を示すブロック
図、図１３は復調手段の構成例を示すブロック図である。
【００３７】
図１に示すように、本実施形態の直接変換受信機は、無線信号を受信する受信アンテナ１
と、受信アンテナ１からの受信信号を増幅して変調信号３として出力する受信信号増幅器
２と、受信した送信波の搬送波周波数にほぼ等しい周波数の第１のローカル信号５を発生
する第１の局部発振器４と、第１のローカル信号５の位相を９０度移相する９０度移相器
６と、変調信号３と第１のローカル信号５とを混合する第１の信号混合器７と、変調信号
３と第１のローカル信号５を９０度移相した信号とを混合する第２の信号混合器８とを有
して構成される。
【００３８】
また、第１の信号混合器７の出力信号から受信すべき変調成分を抽出してＩベースバンド
信号１３を出力する第１のＩ低域通過フィルタ９ａと、第１のＩ低域通過フィルタ９ａの
低域遮断周波数とは異なる固定の遮断周波数をもつ第２のＩ低域通過フィルタ９ｂと、第
２の信号混合器８の出力信号から受信すべき変調成分を抽出してＩベースバンド信号１３
と互いに直交するＱベースバンド信号１４を出力する第１のＱ低域通過フィルタ１０ａと
、第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの低域遮断周波数とは異なる固定の遮断周波数をもつ
第２のＱ低域通過フィルタ１０ｂとが設けられている。第１のＩ低域通過フィルタ９ａお
よび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａは、遮断周波数変更手段を有して構成され、後述の
ベースバンドフィルタ制御手段１８から出力されるフィルタ制御信号１９により遮断周波
数を変更可能になっている。
【００３９】
また、第１のＩ低域通過フィルタ９ａから出力されるＩベースバンド信号１３と第１のＱ
低域通過フィルタ１０ａから出力されるＱベースバンド信号１４とを入力として検波、復
調を行い復調信号１２を出力する復調手段１１と、第１のＩ低域通過フィルタ９ａと第１
のＱ低域通過フィルタ１０ａの少なくとも一方の出力を入力として受信信号の信号レベル
を出力する第１の電界強度検出手段１５と、第２のＩ低域通過フィルタ９ｂと第２のＱ低
域通過フィルタ１０ｂの少なくとも一方の出力を入力として受信信号の信号レベルを出力
する第２の電界強度検出手段１６と、第１の電界強度検出手段１５および第２の電界強度
検出手段１６の出力を入力として隣接波の信号レベルを検出する隣接波検出手段１７と、
隣接波検出手段１７の出力信号を入力として第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１の
Ｑ低域通過フィルタ１０ａの遮断周波数を変更するためのフィルタ制御信号１９を出力す
るベースバンドフィルタ制御手段１８とが設けられている。
【００４０】
次に、上記のように構成された本実施形態における直接変換受信機の受信動作について説
明する。まず、受信アンテナ１で受信した無線信号は、受信信号増幅器２で増幅され、変
調信号３として第１および第２の信号混合器７，８にそれぞれ出力される。一方、第１の
局部発振器４から発生した第１のローカル信号５は、第１の信号混合器７において変調信
号３と混合されて第１のＩ低域通過フィルタ９ａに出力されるのと同時に、９０度移相器
６でその位相が９０度移相されて第２の信号混合器８において変調信号３と混合されて第
１のＱ低域通過フィルタ１０ａに出力される。
【００４１】
また、第１の信号混合器７の出力は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａとは異なる遮断周波
数をもつ第２のＩ低域通過フィルタ９ｂにも出力され、第２の信号混合器８の出力は、第
１のＱ低域低通過フィルタ１０ａとは異なる遮断周波数をもつ第２のＱ低域通過フィルタ
１０ｂにも出力される。
【００４２】
第１のＩ低域通過フィルタ９ａは、ベースバンドフィルタ制御手段１８から出力されるフ
ィルタ制御信号１９の制御により遮断周波数を変更して、第１の信号混合器７の出力信号
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から高周波成分を除去し受信するのに必要な変調成分、すなわちベースバンド信号を含む
低周波成分のみを抽出して低い周波数帯域のＩベースバンド信号１３を出力する。また、
第１のＱ低域通過フィルタ１０ａは、ベースバンドフィルタ制御手段１８から出力される
フィルタ制御信号１９の制御により遮断周波数を変更して、第２の信号混合器８の出力信
号から高周波成分を除去し受信するのに必要な変調成分、すなわちベースバンド信号を含
む低周波成分のみを抽出して、Ｉベースバンド信号１３と互いに直交する低い周波数帯域
のＱベースバンド信号１４を出力する。
【００４３】
そして、復調手段１１は、それぞれ第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通
過フィルタ１０ａを通って抽出されたＩベースバンド信号１３およびＱベースバンド信号
１４を入力として、検波および復調を行って復調信号１２を生成し出力する。
【００４４】
このとき、第１の電界強度検出手段１５は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａと第１のＱ低
域通過フィルタ１０ａの少なくとも一方の出力を入力として、受信信号に関するこれらの
低域通過フィルタ９ａ，１０ａの通過帯域内の信号レベル（以下、受信波レベルと称する
）を出力する。また第２の電界強度検出手段１６は、第２のＩ低域通過フィルタ９ｂと第
２のＱ低域通過フィルタ１０ｂの少なくとも一方の出力を入力として、受信信号に関する
これらの低域通過フィルタ９ｂ，１０ｂの通過帯域内の受信波レベルを出力する。
【００４５】
前記第１の電界強度検出手段１５および第２の電界強度検出手段１６は、一般に図２に示
すように、電界強度検出手段に入力される受信波レベルが大きくなるにつれて出力信号も
増えるような入出力特性を持つことが知られている。
【００４６】
ここで、図３ないし図５を参照して第１の電界強度検出手段１５および第２の電界強度手
段１６の構成および動作を説明する。
【００４７】
図３および図４は電界強度検出手段の第１の構成例を示したものである。第１の電界強度
検出手段１５は、増幅器３０、検波整流回路３１、低域通過フィルタ３３を有して構成さ
れる。この構成において、増幅器３０により第１のＩ低域通過フィルタ９ａまたは第１の
Ｑ低域通過フィルタ１０ａの出力信号を増幅する。次に、増幅器３０より出力された信号
を検波整流回路３１によって検波整流する。最後に、低域通過フィルタ３３により、検波
整流回路３１の出力信号を積分（平均化）し、その出力信号の直流成分を得る。この直流
成分は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａまたは第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの通過帯
域内平均電力を表すものであり、隣接波検出手段１７へ出力される。図４は電界強度検出
手段の内部の動作波形を示したものである。本図において、増幅器３０で増幅された信号
の出力波形の一例が増幅器出力として、検波整流回路３１の出力信号が検波整流回路出力
として、それぞれ示されている。
【００４８】
同様に、第２の電界強度検出手段１６も増幅器３４、検波整流回路３５、低域通過フィル
タ３７を有して構成されている。ただし、入力される信号が第２のＩ低域通過フィルタ９
ｂあるいは第２の低域通過フィルタ１０ｂからの出力信号であり、低域通過フィルタ３７
からの出力信号は第２のＩ低域通過フィルタ９ｂまたは第２のＱ低域通過フィルタ１０ｂ
の通過帯域内平均電力を表すものとなっている。
【００４９】
図５および図６は電界強度検出手段の第２の構成例を示したものである。第１の電界強度
検出手段１５は、増幅器３０ａ，３０ｂ、検波整流回路３１ａ，３１ｂ、加算器３２、低
域通過フィルタ３３を有して構成される。この構成において、増幅器３０ａにより第１の
Ｉ低域通過フィルタ９ａの出力を、増幅器３０ｂにより第１のＱ低域通過フィルタ１０ａ
の出力をそれぞれ増幅する。次に、増幅器３０ａ，３０ｂより出力されたそれぞれの信号
を検波整流回路３１ａ，３１ｂによってそれぞれ検波整流する。そして、加算器３２によ
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り、検波整流回路３１ａ，３１ｂのそれぞれの出力信号を加算し、低域通過フィルタ３３
へ加算した信号を出力する。最後に、低域通過フィルタ３３により、加算器３２の出力信
号を積分（平均化）し、その出力信号の直流成分を得る。この直流成分は、第１のＩ低域
通過フィルタ９ａおよび第２の低域通過フィルタ１０ａの通過帯域内平均電力を表すもの
であり、隣接波検出手段１７へ出力される。図６は電界強度検出手段の内部の動作波形を
示したものである。本図において、増幅器３０ａ，３０ｂのそれぞれの出力信号ａ，ｂの
一例が増幅器出力ａおよび増幅器出力ｂとして、加算器３２の出力信号の一例が加算器出
力として、それぞれ示されている。
【００５０】
同様に、第２の電界強度検出手段１６も増幅器３０ａ，３０ｂ、検波整流回路３１ａ，３
１ｂ、加算器３２、低域通過フィルタ３３を有して構成されている。ただし、入力される
信号が第２のＩ低域通過フィルタ９ｂおよび第２の低域通過フィルタ１０ｂからの出力信
号であり、低域通過フィルタ３７からの出力信号は第２のＩ低域通過フィルタ９ｂおよび
第２のＱ低域通過フィルタ１０ｂの通過帯域内平均電力を表すものとなっている。
【００５１】
この電界強度検出手段の第２の構成例は、第１の構成例と比較すると、第１の電界強度検
出手段１５および第２の電界強度検出手段１６に入力される信号が、図６中の増幅器３０
ａ，３０ｂの増幅器出力ａ，ｂに示すような互いに直交している信号であるため、加算器
出力としてみると検波効率が高くなる。
【００５２】
次に、隣接波検出手段１７の構成例を図７に示す。隣接波検出手段１７は、信号減衰器４
０を有して構成され、第１の電界強度検出手段１５と第２の電界強度検出手段１６の出力
に基づいて、隣接チャネルからの妨害波、すなわち隣接波の信号レベルの検出を行うもの
である。本実施形態では、所定の信号レベル以上か否かによって隣接波の有無を検出する
。信号減算器４０は、第１の電界強度検出手段１５の出力と第２の電界強度検出手段１６
の出力との信号レベル差を求めてベースバンドフィルタ制御手段１８へ出力するようにな
っている。
【００５３】
本発明の実施形態では、ベージャに用いられている高度無線呼出システム標準規格（ＲＣ
Ｒ　ＳＴＤ－４３）に基づいて、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過
フィルタ１０ａの低域遮断周波数を１０ＫＨｚ　、第２のＩ低域通過フィルタ９ｂおよび
第２のＱ低域通過フィルタ１０ｂの低域遮断周波数を３５ＫＨｚ　に設定しており、また
、チャネル間隔は２５ＫＨｚ　としている。もし隣接波が存在しており、受信信号に含ま
れている場合、第２のＩ低域通過フィルタ９ｂおよび第２のＱ低域通過フィルタ１０ｂは
隣接波を通過させるが、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第２のＩ低域通過フィルタ
１０ａは隣接波を通過させない。その結果、第２の電界強度検出手段１６の出力が第１の
電界強度検出手段１５の出力よりも大きくなり、これらの信号レベルを比較して差を求め
ることによって隣接波があるかどうかを検出することが可能である。
【００５４】
次に、図８ないし図１２を参照して、ベースバンドフィルタ制御手段１８および第１のＩ
低域通過フィルタ９ａ、第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの構成および動作を説明する。
【００５５】
ベースバンドフィルタ制御手段１８は、隣接波検出手段１７の出力信号に基づいて、第１
のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの遮断周波数を切り換
え制御するための制御信号であるフィルタ制御信号１９を生成し出力するものである。
【００５６】
図８はベースバンドフィルタ制御手段１８の第１の構成例を示したものである。第１の構
成例のベースバンドフィルタ制御手段１８は、ウインドコンパレータ４１を有して構成さ
れる。ウインドコンパレータ４１は、隣接波検出手段１７からの入力信号が予め設定して
おいた所定値の範囲内であれば、ハイ（Ｈｉｇｈ）レベル（もしくはロー（Ｌｏｗ　）レ
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ベル）をフィルタ制御信号１９として第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域
通過フィルタ１０ａへ出力する。このフィルタ制御信号１９によって、第１のＩ低域通過
フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａは遮断周波数を変化させることがで
きる。
【００５７】
なお、図８に示した例ではウインドコンパレータを１つしか用いていないが、異なる入力
信号範囲でハイレベル（またはローレベル）を出力するウインドコンパレータを２つ以上
設けて構成することもできる。この場合、それぞれのコンパレータ出力信号を論理回路（
ＡＮＤもしくはＯＲ等の論理ゲート）を用いて判定することにより、隣接波検出手段１７
から入力された信号を多段階の範囲で領域判定し、この判定結果、すなわち隣接波のレベ
ル量に応じて遮断周波数を多段階に（離散的に）変化させるような構成が可能である。
【００５８】
実際に、前述した高度無線呼出システム標準規格（ＲＣＲ　ＳＴＤ－４３）に基づく設定
において隣接波を検出した場合、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過
フィルタ１０ａの低域遮断周波数を１０ＫＨｚ　から８ＫＨｚ　に狭帯域化することで、
受信すべき所望の受信波の信号には影響を及ぼさずに、かつ隣接波の影響を軽減すること
が可能である。また、隣接波が検出されない場合、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび
第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの低域遮断周波数を８ＫＨｚ　から１０ＫＨｚ　に広帯
域化することで、第１の局部発振器４の発振周波数と受信信号の搬送波周波数との周波数
オフセットの許容性を大きくすることが可能である。
【００５９】
前述したベースバンドフィルタ制御手段の第１の構成例に対応する、第１のＩ低域通過フ
ィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの構成例を図９および図１０に示す。
これらの構成例は、前述のフィルタ制御信号１９に応じて遮断周波数を切り換える（離散
的に変化させる）遮断周波数変更手段を有している。
【００６０】
図９は第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの第１の構
成例を示したものである。第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィル
タ１０ａは、これらの低域通過フィルタを構成する抵抗素子の合成抵抗を変化させて遮断
周波数を切り換えるよう設定されており、この低域通過フィルタの構成は受動型低域通過
フィルタの構成として知られている。以下、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１の
Ｑ低域通過フィルタ１０ａを総称して受動型低域通過フィルタと呼ぶことにする。
【００６１】
受動型低域通過フィルタは、第１または第２の信号混合器７，８と接続された低域通過フ
ィルタ入力端子７２、並列接続されて設けられた抵抗素子７０，７４，７６，７８、これ
らの抵抗素子７４，７６，７８に接続されたスイッチ７５，７７，７９、一端が抵抗素子
７０に接続され他端が接地されている容量素子７１、セレクタ４２、復調手段１１等に接
続された低域通過フィルタ出力端子７３を有して構成される。抵抗素子７０は一端が低域
通過フィルタ入力端子７２になっており、他端が容量素子７１の一端およびスイッチ７５
，７７，７９の一方の端子に接続された低域通過フィルタ出力端子７３も兼ねている。
【００６２】
受動型低域通過フィルタへの入力信号は、抵抗素子７０，７４，７６，７８および容量素
子７１の定数に基づいて低周波成分が通過され、低域通過フィルタ出力端子７３からＩも
しくはＱベースバンド信号１３，１４が出力される。セレクタ４２は、ベースバンドフィ
ルタ制御手段１８からのフィルタ制御信号１９に基づいて、スイッチ７５，７７，７９を
オン・オフするようになっている。ここで、抵抗素子７４，７６，７８、スイッチ７５，
７７，７９およびセレクタ４２により遮断周波数変更手段が構成される。
【００６３】
例えば、図８のベースバンドフィルタ制御手段１８において、ウインドコンパレータ４１
を１つで構成し、出力のフィルタ制御信号１９がハイレベルまたはローレベルの２値の信
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号の場合、図９におけるセレクタ４２では少なくとも１つのスイッチを制御する。ここで
、スイッチ７５だけがオフからオン（残りのスイッチはすべてオフのまま）となった場合
、抵抗素子７４が抵抗素子７０と並列に接続され、低域通過フィルタとしての合成抵抗が
減少して、結果として低域通過フィルタの遮断周波数が高くなる。反対に、スイッチ７５
がオフ（残りのスイッチはすべてオフのまま）となった場合、抵抗素子７４が抵抗素子７
０から切断され、低域通過フィルタとしての合成抵抗が増加して、低域通過フィルタの遮
断周波数が低くなる。このように、フィルタ内部の合成抵抗を変化させることで、受動型
低域通過フィルタの遮断周波数を切り換えるようにしている。
【００６４】
図１０は第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの第２の
構成例を示したものである。図９の第１の構成例は抵抗素子をスイッチによって切り換え
ているが、第２の構成例は抵抗素子の代わりに容量素子の方を切り換える構成としている
。受動型低域通過フィルタは、第１または第２の信号混合器７，８と接続された低域通過
フィルタ入力端子８２、抵抗素子８０、一端が抵抗素子８０に接続され他端が接地されて
並列に設けられた容量素子８１，８４，８６，８８、これらの容量素子８４，８６，８８
に接続されたスイッチ８５，８７，８９、セレクタ４２、復調手段１１等に接続された低
域通過フィルタ出力端子８３を有して構成される。動作原理については前述の第１の構成
例と同様であるため、詳細な説明はここでは割愛する。
【００６５】
なお、図９の構成例では、抵抗素子を並列に配置しそれぞれの抵抗素子に対して直列にス
イッチを配置して構成しているが、別な構成方法として、抵抗素子を直列に配置しそれぞ
れの抵抗素子に対して並列にスイッチを配置して構成することも可能である。
【００６６】
また、図８のベースバンドフィルタ制御手段１８においてウインドコンパレータ４１を１
つ以上で構成した場合、ベースバンドフィルタ制御手段１８は、多重化した（シリアルま
たはパラレルの）フィルタ制御信号１９をセレクタ４２に出力することによって、セレク
タ４２ではその多重化されたフィルタ制御信号によってスイッチをいろいろな組み合わせ
で切り換え制御することが可能である。
【００６７】
また、本構成例において使用するスイッチ７５，７７，７９（８５，８７，８９）として
は、例えばトランジスタ等のＩＣ回路に使用しうるものであればいかなるものでも良い。
また、低域通過フィルタの構成例として、本構成例では１次受動型低域通過フィルタの例
を挙げたが、フィルタの次数は１次以上であればいずれでも良く、また能動型低域通過フ
ィルタで構成しても良く、種々の構成のフィルタを適用可能である。
【００６８】
図１１はベースバンドフィルタ制御手段１８の第２の構成例を示したものである。第２の
構成例のベースバンドフィルタ制御手段１８は、電圧・電流変換回路４３を有して構成さ
れる。電圧・電流変換回路４３は、一般的に知られているように、隣接波検出手段１７か
らの出力信号の電圧を電流に変換し、フィルタ制御信号１９として第１のＩ低域通過フィ
ルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａへ出力する。このベースバンドフィルタ
制御手段１８に対応する第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ
１０ａは、前記変換された電流に比例して抵抗成分（コンダクタンスｇｍ）を変化させる
ｇｍアンプを用いて遮断周波数変更手段を構成することにより、隣接チャネルでの妨害波
の量に応じて遮断周波数を連続的に変化させることが可能である。
【００６９】
図１２は第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの第３の
構成例を示したものである。第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィ
ルタ１０ａは、前述したベースバンドフィルタ制御手段の第２の構成例に対応するもので
、低域通過フィルタを構成する抵抗素子の値を連続的に変化させて遮断周波数を変更する
ことが可能となっている。
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【００７０】
第３の構成例の低域通過フィルタは、第１または第２の信号混合器７，８と接続された低
域通過フィルタ入力端子９２、一般的に知られた差動増幅器で構成され入力電流に比例し
て抵抗成分（コンダクタンスｇｍ）を変化させるｇｍアンプ９０、一端がｇｍアンプ９０
と接続され他端が接地された容量素子９１、復調手段１１等に接続されＩもしくはＱベー
スバンド信号１３，１４を出力する低域通過フィルタ出力端子９３を有して構成される。
【００７１】
この構成においては、図１１に示す第２の構成例のベースバンドフィルタ制御手段１８か
ら出力されるフィルタ制御信号１９によって、以下に示す式のように、差動増幅器のコレ
クタ電流を連続的に変化させる。
ｇｍ＝Ｉｃ　／（２×Ｖｔ　）　　　　…（１）
Ｉｃ　：差動増幅器のコレクタを流れる電流　Ｖｔ　：熱電圧（常温で２６ｍＶ）
上記差動増幅器のコレクタ電流の変化により、コンダクタンスｇｍを変化させて等価的に
抵抗成分を変化させることによって、低域通過フィルタの遮断周波数を連続的に変化させ
ることが可能である。
【００７２】
なお、本構成例では、１次の低域通過フィルタの例を挙げたが、フィルタの次数は１次以
上であればいずれでも良く、また受動型、能動型等、フィルタの型式に限定されない種々
の構成が適用可能である。
【００７３】
次に、図１３を参照して復調手段１１の構成および動作について説明する。復調手段１１
は、第２のローカル信号２１を発生する第２の局部発振器２０、第２のローカル信号２１
の位相を９０度移相する９０度移相器２２、第３の信号混合器２３、第４の信号混合器２
４、信号加算器２５、波形整形フィルタ２６、周波数検波器２７を有して構成される。
【００７４】
前述のように、Ｉベースバンド信号１３とＱベースバンド信号１４とは互いに直交した信
号である。第４の信号混合器２４は、第２の局部発振器２０の出力信号である第２のロー
カル信号２１とＱベースバンド信号１４とを混合したものを出力する。一方、第３の信号
混合器２３は、第２のローカル信号２１の位相を９０度移相した信号とＩベースバンド信
号１３とを混合したものを出力する。そして信号加算器２５において、第３および第４の
信号混合器２３，２４のそれぞれの出力信号を加算することにより、第２のローカル信号
２１の周波数を中心とした出力信号が得られる。
【００７５】
受信した変調信号３が周波数偏移変調（ＦＳＫ）の場合、信号加算器２５の出力信号は前
述のように第２のローカル信号２１の周波数を中心として同じ周波数偏移のＦＳＫ信号と
なる。ここで、第２の局部発振器２０の発振周波数を、第１の局部発振器４の発振周波数
よりもかなり低い周波数となるように構成すれば、ＩＣ化しやすい回路構成をとることが
できる。
【００７６】
波形整形フィルタ２６は、信号加算器２５からの出力信号を濾波して、第２のローカル信
号２１の周波数を中心とした変調信号が含まれる周波数帯域幅のみを通過させ、それ以外
の高周波及び低周波成分を除去して波形整形を行う。そして、周波数検波器２７は、波形
整形フィルタ２６からの変調信号が含まれる周波数帯域幅のみからなる信号を入力して周
波数検波する。これにより、復調信号１２を得ることができる。周波数検波器２７の例と
しては、パルスカウント検波やクワドラチャ検波等、周波数検波できるものであればいず
れでも用いることができる。
【００７７】
上述したように、本実施形態では、第１および第２の電界強度検出手段１５，１６により
第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第２の低域通過フィルタ１０ａの通過帯域内の受信
波レベル（受信信号の平均電力）を検出し、隣接波検出手段１７により前記２つの電界強
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度検出手段の出力信号差に基づいて隣接波（隣接チャネルの電波）があるかどうかを検出
し、隣接波の有無に応じて第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィル
タ１０ａの遮断周波数を変更制御するような構成となっている。ここで、隣接波があると
判断された場合、ベースバンドフィルタ制御手段１８は、隣接波検出手段１７からの出力
信号に基づいてフィルタ制御信号１９を出力し、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第
１のＱ低域通過フィルタ１０ａの遮断周波数を下げて、隣接チャネルからの妨害波（すな
わち隣接波）の影響を軽減する。一方、隣接波がないと判断された場合、ベースバンドフ
ィルタ制御手段１８は、隣接波検出手段１７からの出力信号に基づいてフィルタ制御信号
１９を出力し、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの
遮断周波数を上げて、受信すべき変調信号３の搬送波周波数に対する第１の局部発振器４
の発振周波数の周波数オフセットの許容性を向上させる。
【００７８】
これにより、隣接波がある場合は、隣接波による受信感度劣化を軽減することができ、隣
接波の悪影響をなくして受信感度の向上を図ることが可能となる。また、隣接波がない場
合は、第１のローカル信号の発振周波数と受信すべき変調信号の搬送波周波数との周波数
オフセットの許容範囲を拡大することができ、ローカル信号を発生する局部発信器の周波
数バラツキの許容量を大きくとることが可能となる。従って、簡単な構成で受信感度劣化
のない直接変換受信機を構成でき、受信装置の小型化、低コスト化を図ることができる。
【００７９】
［第２の実施形態］
図１４は本発明の第２の実施形態に係る直接変換受信機の主要な受信回路構成を示すブロ
ック図、図１５は電界強度保持手段の構成例を示すブロック図、図１５はベースバンドフ
ィルタ制御手段の構成例を示すブロック図である。
【００８０】
第２の実施形態の直接変換受信機は、図１に示した第１の実施形態における第２の電界強
度検出手段の代わりに、電界強度保持手段２８とＣＰＵ２９とを有しており、ＣＰＵ２９
により電界強度保持手段２８およびベースバンドフィルタ制御手段１８を制御するような
構成となっている。その他の部分の構成は第１の実施形態とほぼ同様であり、ここでは異
なる部分のみ説明する。
【００８１】
第１の電界強度検出手段１５は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａまたは第１のＱ低域通過
フィルタ１０ａの出力を入力として、受信信号に関するこれらの低域通過フィルタ９ａ，
１０ａの通過帯域内の受信波レベルを出力する。第１の電界強度検出手段１５の出力信号
は、電界強度保持手段２８に入力され、その保持タイミングはＣＰＵ２９によって制御さ
れるようになっている。
【００８２】
電界強度保持手段２８は、図１５に示すように、第１のサンプルホールド回路５０ａおよ
び第２のサンプルホールド回路５０ｂを有して構成され、第１の電界強度検出手段１５の
出力信号がそれぞれ入力されるようになっている。第１および第２のサンプルホールド回
路５０ａ，５０ｂは、ＣＰＵ２９からの制御信号によって入力信号をそれぞれサンプルホ
ールドし、個々に保持された信号を隣接波検出手段１７に出力する。隣接波検出手段１７
は、電界強度保持手段２８より入力される信号のレベル差によって隣接波の有無を検出し
、その検出結果をベースバンドフィルタ制御手段１８へ出力する。
【００８３】
ベースバンドフィルタ制御手段１８は、図１６に示すように、ウインドコンパレータ５１
とセレクタ５２とを有して構成され、隣接波検出手段１７の出力信号およびＣＰＵ２９か
らの制御信号に基づき、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ
１０ａの低域遮断周波数を制御するものである。ウインドコンパレータ５１は、隣接波検
出手段１７からの入力信号が予め設定しておいた所定値の範囲内であれば、ハイ（Ｈｉｇ
ｈ）レベル（もしくはロー（Ｌｏｗ　）レベル）をセレクタ５２に出力する。セレクタ５
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２は、ウインドコンパレータ５１からの出力信号およびＣＰＵ２９からの制御信号に基づ
き、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの低域遮断周
波数を制御できるようなフィルタ制御信号１９を出力する。
【００８４】
なお、図１６に示した例ではウインドコンパレータを１つしか用いていないが、異なる入
力信号範囲でハイレベル（またはローレベル）を出力するウインドコンパレータを２つ以
上設けて構成し、隣接波のレベル量に応じて遮断周波数を多段階に変化させるようにする
ことも可能である。
【００８５】
次に、本実施形態におけるＣＰＵ２９の制御について説明する。まず、ＣＰＵ２９はベー
スバンドフィルタ制御手段１８へ制御信号を送り、ベースバンドフィルタ制御手段１８に
よって、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの低域遮
断周波数を１０ＫＨｚ　に設定する。この状態で、第１の電界強度検出手段１５は、第１
のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの通過帯域内の受信波
レベルを検出し、その検出結果を電界強度保持手段２８へ出力する。電界強度保持手段２
８では、ＣＰＵ２９の制御信号によって第１のサンプルホールド回路５０ａにおいて第１
の電界強度検出手段１５からの出力信号レベルを保持し、保持した信号を隣接波検出手段
１７へ出力する。
【００８６】
次いで、ＣＰＵ２９はベースバンドフィルタ制御手段１８へ制御信号を送り、ベースバン
ドフィルタ制御手段１８によって、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通
過フィルタ１０ａの低域遮断周波数を３５ＫＨｚ　に設定する。この状態で、第１の電界
強度検出手段１５は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィルタ１
０ａの通過帯域内の受信波レベルを検出し、その検出結果を電界強度保持手段２８へ出力
する。電界強度保持手段２８では、ＣＰＵ２９の制御信号によって第２のサンプルホール
ド回路５０ｂにおいて第１の電界強度検出手段１５からの出力信号レベルを保持し、保持
した信号を隣接波検出手段１７へ出力する。
【００８７】
そして、隣接波検出手段１７は、電界強度保持手段２８において保持された２つの信号を
入力として、これらの信号レベルを比較することによって隣接波があるかどうか検出し、
その検出結果をベースバンドフィルタ制御手段１８へ出力する。
【００８８】
ベースバンドフィルタ制御手段１８は、隣接波検出手段１７の出力信号およびＣＰＵ２９
からの制御信号に基づいて、隣接波がある場合は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび
第１のＱ低域通過フィルタ１０ａの低域遮断周波数を１０ＫＨｚ　から８ＫＨｚ　に変更
して狭帯域化する。これにより、隣接波の影響を低減することが可能となる。また、隣接
波が検出されない場合は、第１のＩ低域通過フィルタ９ａおよび第１のＱ低域通過フィル
タ１０ａの低域遮断周波数を８ＫＨｚ　から１０ＫＨｚ　に変更して広帯域化する。これ
により、第１の局部発振器４の発振周波数と受信信号の搬送波周波数との周波数オフセッ
トの許容範囲を広く、すなわち受信信号の搬送波周波数に対する第１の局部発振器４の発
振周波数の周波数オフセットの許容性を大きくすることが可能となる。
【００８９】
このように、第２の実施形態によれば、前述した第１の実施形態と同様に、隣接波がある
場合は、隣接波による悪影響を軽減することが可能となると共に、隣接波がない場合は、
第１のローカル信号の発振周波数と受信すべき変調信号の搬送波周波数との周波数オフセ
ットの許容範囲を拡大することが可能であり、簡単な構成で受信感度劣化のない直接変換
受信機を構成でき、受信装置の小型化、低コスト化を図ることができる。
【００９０】
また、第２の実施形態では、一つの電界強度手段（第１の電界強度手段１５）だけで隣接
波の検出を行うことができ、さらなる回路規模縮小および消費電流の削減を図ることがで
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きる。
【００９１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、直接変換受信機において、隣接波検出手段により
検出した隣接波の信号レベル、例えば隣接波の有無に応じて、隣接波の影響度合いが大き
いときにはＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの遮断周波数を下げ、隣接波の
影響度合いが小さいときにはＩ低域通過フィルタおよびＱ低域通過フィルタの遮断周波数
を上げるように、低域通過フィルタの遮断周波数を可変することによって、隣接波の影響
を軽減できると共に、受信すべき変調信号の搬送波周波数に対するローカル信号の発振周
波数の周波数オフセットの許容性を向上することが可能となる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る直接変換受信機の主要な受信回路構成を示すブロ
ック図である。
【図２】第１および第２の電界強度検出手段の出力特性を示す説明図である。
【図３】電界強度検出手段の第１の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３の構成例における電界強度検出手段内部の出力波形を示す説明図である。
【図５】電界強度検出手段の第２の構成例を示すブロック図である。
【図６】図５の構成例における電界強度検出手段内部の出力波形を示す説明図である。
【図７】隣接波検出手段の構成例を示すブロック図である。
【図８】ベースバンドフィルタ制御手段の第１の構成例を示すブロック図である。
【図９】図８の構成例に対応する低域通過フィルタの第１の構成例を示すブロック図であ
る。
【図１０】図８の構成例に対応する低域通過フィルタの第２の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１１】ベースバンドフィルタ制御手段の第２の構成例を示すブロック図である。
【図１２】図１１の構成例に対応する低域通過フィルタの構成例を示すブロック図である
。
【図１３】復調手段の構成例を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る直接変換受信機の主要な受信回路構成を示すブ
ロック図である。
【図１５】電界強度保持手段の構成例を示すブロック図である。
【図１６】ベースバンドフィルタ制御手段の構成例を示すブロック図である。
【図１７】従来の直接変換受信機の受信回路構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　受信アンテナ
２　受信信号増幅器
３　変調信号
４　第１の局部発振器
５　第１のローカル信号
６，２２　９０度移相器
７　第１の信号混合器
８　第２の信号混合器
９ａ　第１のＩ低域通過フィルタ
９ｂ　第２のＩ低域通過フィルタ
１０ａ　第１のＱ低域通過フィルタ
１０ｂ　第２のＱ低域通過フィルタ
１１　復調手段
１２　復調信号
１３　Ｉベースバンド信号
１４　Ｑベースバンド信号
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１５　第１の電界強度検出手段
１６　第２の電界強度検出手段
１７　隣接波検出手段
１８　ベースバンドフィルタ制御手段
１９　フィルタ制御信号
２０　第２の局部発振器
２１　第２のローカル信号
２３　第３の信号混合器
２４　第４の信号混合器
２５　信号加算器
２６　波形整形フィルタ
２７　周波数検波器
２８　電界強度保持手段
２９　ＣＰＵ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(17) JP 3568102 B2 2004.9.22



【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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